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第１章 指定手続の概要

事業者の一般原則
指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因す

る疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理
その他の医療を要するサービス利用者等について、これらの方々が尊厳を保持し、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う
という介護保険制度創設の理念を自覚し、常に利用者保護の立場に立ったサービス提供に努めなければな
りません。
事業者の皆様は、これらのことを十分認識し、適宜研修を受講するなど関係法令等を遵守して、日々適

切なサービスの提供に務めてください。
＜参考＞
・保健福祉部福祉局地域福祉課「施設職員などの研修」

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/jinzai/kenshu.htm

・保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課「研修のページ」
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/training.htm

・北海道社会福祉協議会 トップページ
http://www.dosyakyo.or.jp/

・公益財団法人介護労働安定センター北海道支部 トップページ
http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/hokkaidou/

１ 指定事務担当窓口
指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所の指定に関する事前 相談、指定申請書の提出、

指定後の各種届出等は、次の担当窓口が受け付けます。
ただし、一部市町村において行う指定等の事務や、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、

介護予防支援及び基準該当サービス等に関する指定事務等の担当窓口についてはＰ９を参照願います。
なお、政令市・中核市（札幌市・函館市・旭川市）については、当該市が窓口となります。
サービス種類 《福祉系》 《医療系》

訪問介護 訪問看護
訪問入浴介護 訪問リハビリテーション
通所介護 居宅療養管理指導
短期入所生活介護 通所リハビリテーション
特定施設入居者生活介護 短期入所療養介護
福祉用具貸与 介護予防訪問看護
特定福祉用具販売 介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問入浴介護 介護予防居宅療養管理指導
介護予防短期入所生活介護 介護予防通所リハビリテーション
介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防短期入所療養介護
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売

担当窓口 所在地を所管する総合振興局（振興局） 所在地を所管する総合振興局（振興局）
保健環境部社会福祉課 保健環境部保健行政室（地域保健室）

企画総務課

※ 小樽市に所在する事業所は、後志総合振興局が担当窓口です。
福祉系サービス種類の窓口

部課名 所在地 電話番号
空知 総合振興局保健環境部社会福祉課 岩見沢市８条西５丁目 ０１２６－２０－０１０９
石狩 振興局保健環境部社会福祉課 札幌市中央区北３西７ ０１１－２０４－５９０３
後志 総合振興局保健環境部社会福祉課 倶知安町北１東２ ０１３６－２３－１９３６
胆振 総合振興局保健環境部社会福祉課 室蘭市海岸町１丁目４番１号 ０１４３－２４－９８４２
日高 振興局保健環境部社会福祉課 浦河町栄丘東通５６号 ０１４６－２２－２５５９
渡島 総合振興局保健環境部社会福祉課 函館市美原４丁目６－１６ ０１３８－４７－９５３６
檜山 振興局保健環境部社会福祉課 江差町字陣屋町３３６－３ ０１３９－５２－６６５４
上川 総合振興局保健環境部社会福祉課 旭川市永山６条１９丁目 ０１６６－４６－５９８５
留萌 振興局保健環境部社会福祉課 留萌市住之江町２丁目１－２ ０１６４－４２－８３１９
宗谷 総合振興局保健環境部社会福祉課 稚内市末広４丁目２－２７ ０１６２－３３－２９８７
オホーツク総合振興局保健環境部社会福祉課 網走市北７条西３丁目 ０１５２－４１－０６９０
十勝 総合振興局保健環境部社会福祉課 帯広市東３南３の１ ０１５５－２７－８５１８
釧路 総合振興局保健環境部社会福祉課 釧路市浦見２丁目２－５４ ０１５４－４３－９２５４
根室 振興局保健環境部社会福祉課 根室市常盤町３丁目２８ ０１５３－２３－６９１５
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医療系サービス種類の窓口

部課名 所在地 電話番号
空 知 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 岩見沢市８条西５ ０１２６－２０－０１００

総合振興局保健環境部滝川地域保健室企画総務課 滝川市緑町２－３－３１ ０１２５－２４－６２０１
総合振興局保健環境部深川地域保健室企画総務課 深川市２条１８－６ ０１６４－２２－１４２１

石 狩 振興局保健環境部保健行政室企画総務課 江別市錦町４－１ ０１１－３８３－２１１１
振興局保健環境部千歳地域保健室企画総務課 千歳市東雲町４－２ ０１２３－２３－３１７５

後 志 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 倶知安町北１東２ ０１３６－２３－１９５２
総合振興局保健環境部岩内地域保健室企画総務課 岩内町字清住２５２－１ ０１３５－６２－１５３７

胆 振 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 室蘭市海岸町１丁目４番１号 ０１４３－２４－９８３３
総合振興局保健環境部苫小牧地域保健室企画総務課 苫小牧市若草町２－２－２１ ０１４４－３４－４１６８

日 高 振興局保健環境部保健行政室企画総務課 浦河町東町ちのみ３－１－８ ０１４６－２２－３０７１
振興局保健環境部静内地域保健室企画総務課 新 ひ だ か 町 静 内 こ う せ い 町 2 - 8 - 1 ０１４６－４２－０２５１

渡 島 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 函館市美原４－６－１６ ０１３８－４７－９０１２
総合振興局保健環境部八雲地域保健室企画総務課 八雲町末広町１２０ ０１３７－６３－２１６８

檜 山 振興局保健環境部保健行政室企画総務課 江差町字本町６３ ０１３９－５２－１０５３
上 川 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 旭川市永山６条１９丁目 ０１６６－４６－５９８０

総合振興局保健環境部名寄地域保健室企画総務課 名寄市東５南３－６３－３８ ０１６５４－３－３１２１
総合振興局保健環境部富良野地域保健室企画総務課 富良野市末広町２－１０ ０１６７－２３－３１６１

留 萌 振興局保健環境部保健行政室企画総務課 留萌市住之江町２－１－２ ０１６４－４２－８３１０
宗 谷 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 稚内市末広４－２－２７ ０１６２－３３－２９７７
ｵﾎｰﾂｸ 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 網走市北７西３丁目 ０１５２－４１－０６９５

総合振興局保健環境部北見地域保健室企画総務課 北見市青葉町６－６ ０１５７－２４－４１７１
総合振興局保健環境部紋別地域保健室企画総務課 紋別市南ケ丘町１－６ ０１５８２－３－３１０８

十 勝 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 帯広市東３南３－１ ０１５５－２６－９０７３
釧 路 総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課 釧路市城山２丁目４－２２ ０１５４－６５－５８１７
根 室 振興局保健環境部保健行政室企画総務課 根室市弥栄町２－１ ０１５３－２３－５１６１

振興局保健環境部中標津地域保健室企画総務課 中標津町東１南６－１－３ ０１５３７－２－２１６８
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２ 指定の流れ

○ 事前相談

相談窓口 Ｐ１～２に記載の担当窓口に相談してください。

受付時期 事業を開始しようとする３か月以上前を目処に、電話により相談するようにし

てください。
（開庁日の９：００～１７：００）
また、窓口で相談する場合は、事前に電話で来庁日を連絡願います。

○ 申請書の受付

受付窓口 Ｐ１～２に記載の担当窓口で受け付けます。

受付時期 書類が全て整わないと受付できません。
事業を開始しようとする１か月以上前までに、申請書及び関係書類を郵送によ

り提出してください。

申請書提出方法 郵送（簡易書留）により、提出してください。
提出前に必ず事前に相談してください。
また、窓口に提出する場合は、事前に電話で来庁日を連絡願います。

申請手数料 無料

○ 指定

審査 現地確認を行う場合があり、その際には管理者等の立ち会いが必要です。
申請書の記載内容に不備があった場合等は、書類の再提出を求める場合があり

ます。

指定 審査の結果、指定要件を満たすものと判断された場合に指定します。
申請書の提出（申請書が完備した状態で）から指定までの標準的な期間は、土

日祝日等の閉庁日を除き１４日前後です。
指定した場合は、申請者あてに指定した旨が通知されます。

公示 事業所の指定、変更、廃止、休止、再開、取消、改善命令又は効力の停止があ
った場合は、当該事業者名、所在地、サービスの種類等について公示されます。
指定事業者一覧は、各相談窓口で閲覧ができるほか、インターネット情報とし

て公開しています。

【公開先】
○ 北海道高齢者支援局高齢者保健福祉課のホームページ
アドレス→https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/sus/kyoutsuu/ichira

n/ichiran.html
○ ＷＡＭＮＥＴのホームページ
アドレス → http://www.wam.go.jp

※ 平成 24年 9月まで WAM NETで公開していた介護事業者情報は、「独立行政法人の事務・事業の
見直しの基本方針」等により廃止されました。平成 24 年 10 月以降は、各都道府県が管理している
「介護サービス情報公表システム」をリンクして案内されています。
「ＷＡＭＮＥＴ」についての詳しい内容、その他質問がありましたら下記までご連絡ください。

独立行政法人福祉医療機構 WAM NETヘルプデスク
〒105-8486 東京都港区虎ノ門４－３－１３ ヒューリック神谷町ビル９階
電話：０３－３４３８－０２５０
E-mail：w e b m a s t e r 2 @ w a m n e t . w a m . g o . j p
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３ 指定後の手続

○ 事業者番号
事業者番号は、当該事業者の指定を行った旨と併せて通知します。

○ 介護給付費等の請求の届出
介護保険サービス事業所は、介護給付費等の請求をする場合には、請求方法や受領する振込先口座名

等をあらかじめ北海道国民健康保険団体連合会に届け出ることとなっています。

届出先 北海道国民健康保険団体連合会総務部介護・障害者支援課
〒060-0062 札幌市中央区南２条西１４丁目
電話：０１１－２３１－５１６１ ＦＡＸ：０１１－２３３－２１７８

届出事項 請求方法（請求媒体）
振込先口座名等

届出の様式 指定のあった月の翌月に北海道国民健康保険団体連合会から送付されます。

（参考～介護給付費支払いまでの標準的な事務処理日程）

サービス提供月 翌月 翌々月

サービス提供
（事業者） (締切日10日)

請求

（国保連） 審査 支払(月末)

※ 介護給付費の請求についての詳細は、上記の北海道国民健康保険団体連合会に問い合わせてくだ
さい。

○ 変更等の届出

区分 事由 届出様式

変更届出 事業所の名称や運営規程等が変更となった場合 変更届出書（別記第４号
様式）

再開届出 事業を再開する場合 再開届出書（別記第５号
様式）

廃止・休止届出 事業を廃止、休止する場合 廃止・休止届出書（別記
第５号様式の２）

注１ 変更届出が必要な事由の詳細は、Ｐ５～６の「変更届必要事項一覧」及び介護保険法施行規則
第１３１条、第１４０条の１９を参照してください。

注２ いずれも届出先はＰ１～２の担当窓口となります。
注３ 変更届出、再開届出は、事由が生じてから１０日以内に届出を行うこととされていますが、適

正な事業運営を確保する観点から、事前にＰ１～２の担当窓口に相談してください。
注４ 廃止・休止届出は、事業を廃止・休止する日の１月前までに担当窓口へ提出してください。

○ 指定の更新
指定の効力には６年間の有効期限が設けられています。
６年毎に、指定の更新を受けなければ、指定の効力を失います。
基準に従って適切な事業の運営がされない場合や、過去に同一のサービスで指定の取消処分を受けた

場合には、指定の更新が受けられないことがあります。
更新の欠格事由は、指定の欠格事由と同様です。
詳細については、北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課のホームページをご覧ください。
アドレス → https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/sus/shitei/koshinnitsuite.html
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（変更届必要事項一覧）

サービス種類 変更の届出が必要な事項

訪問介護 「事業所の名称、所在地（※１）」「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「申

請者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名（※４）」「登記事項証明書又は条例

等（※５）」「事業所の平面図」「管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月

日、住所（※４）」「運営規程」「介護給付費の請求に関する事項」

訪問入浴介護 「事業所の名称、所在地」「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「申請者の

介護予防訪問入浴介護 代表者の氏名、生年月日、住所、職名（※４）」「登記事項証明書又は条例等（※

５）」「事業所の平面図、設備、備品の概要」「管理者の氏名、生年月日、住所（※

４）」「運営規程」「協力医療機関の名称、診療科名、契約内容」「介護給付費の請

求に関する事項」

訪問看護 「事業所の名称、所在地（※１）」「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「申

介護予防訪問看護 請者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名（※４）」「登記事項証明書又は条例

等（※２）（※５）」「病院・診療所・訪問看護ステーションの別」「事業所の平面

図」「管理者の氏名、生年月日、住所、免許証の写（※４）」「運営規程」「介護給

付費の請求に関する事項」

訪問リハビリテーション 「事業所の名称、所在地」「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「申請者の

介護予防訪問リハビリテーション 代表者の氏名、生年月日、住所、職名（※４）」「登記事項証明書又は条例等（※

２）（※５）」「病院・診療所・介護老人保健施設の別」「事業所の平面図」「管理

者の氏名、生年月日、住所（※４）」「運営規程」「介護給付費の請求に関する事

項」

居宅療養管理指導 「事業所の名称、所在地」「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「申請者の

介護予防居宅療養管理指導 代表者の氏名、生年月日、住所、職名（※４）」「登記事項証明書又は条例等（※

２）（※５）」「病院・診療所・薬局の別」「提供する居宅療養管理指導の種類」「事

業所の平面図」「管理者の氏名、生年月日、住所（※４）」「運営規程」「介護給付

費の請求に関する事項」

通所介護 「事業所の名称、所在地（※１）」「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「申

請者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名（※４）」「登記事項証明書又は条例

等（※５）」「事業所の平面図、設備の概要」「管理者の氏名、生年月日、住所（※

４）」「運営規程（※３）」「介護給付費の請求に関する事項」

通所リハビリテーション 「事業所の名称、所在地」「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「申請者の

介護予防通所リハビリテーション 代表者の氏名、生年月日、住所、職名（※４）」登記事項証明書又は条例等（※

２）（※５）」「病院・診療所・介護老人保健施設の別」「事業所の平面図、設備の

概要」「管理者の氏名、生年月日、住所（※４）」「運営規程（※３）」「介護給付

費の請求に関する事項」
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サービス種類 変更の届出が必要な事項

短期入所生活介護 「事業所の名称、所在地」「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「申請者の

介護予防短期入所生活介護 代表者の氏名、生年月日、住所、職名（※４）」「登記事項証明書又は条例等（※

５）」「当該事業を特別養護老人ホーム又は併設事業所において行う旨」「建物の

構造概要、平面図、設備の概要」「特別養護老人ホームの定員（当該事業を特別

養護老人ホームで行う場合のみ）」「管理者の氏名、生年月日、住所（※４）」「運

営規程（※３）」「協力医療機関の名称、診療科名、契約内容」「介護給付費の請

求に関する事項」

短期入所療養介護 「事業所の名称、所在地」「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「申請者の

介護予防短期入所療養介護 代表者の氏名、生年月日、住所、職名（※４）」「登記事項証明書又は条例等（※

２）（※５）」「事業所の種別」「建物の構造概要、平面図、設備の概要」「入院患

者又は入所者の定員」「管理者の氏名、生年月日、住所（※４）」「運営規程（※

３）」「介護給付費の請求に関する事項」

特定施設入居者生活介護 「事業所の名称、所在地」「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「申請者の

介護予防特定施設入居者生活介護 代表者の氏名、生年月日、住所、職名（※４）」「登記事項証明書又は条例等（※

５）」「建物の構造概要、平面図、設備の概要」「管理者の氏名、生年月日、住所

（※４）」「運営規程（※３）」「協力医療機関の名称、診療科名、契約内容」「介

護給付費の請求に関する事項」「介護支援専門員の氏名、登録番号」

福祉用具貸与 「事業所の名称、所在地」「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「申請者の

介護予防福祉用具貸与 代表者の氏名、生年月日、住所、職名（※４）」「登記事項証明書又は条例等（※

５）」「事業所の平面図、設備の概要」「管理者の氏名、生年月日、住所（※４）」

「福祉用具の保管・消毒の方法」「運営規程」「介護給付費の請求に関する事項」

特定福祉用具販売 「事業所の名称、所在地」「申請者の名称」「主たる事務所の所在地」「申請者の

特定介護予防福祉用具販売 代表者の氏名、生年月日、住所、職名（※４）」「登記事項証明書又は条例等（※

５）」「事業所の平面図、設備の概要」「管理者の氏名、生年月日、住所（※４）」

「運営規程」

※１ 事業所所在地以外の場所で一部実施する事務所を有するときは、当該事務所を含む。

※２ 事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所、薬局であるときを除く。

※３ 利用者の定員の増加に伴うものは、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を添付すること。

※４ 管理者の変更に伴うものは、誓約書を添付すること。

※５ 挙証書類として、届出日から起算して３ヶ月以内に発行された登記事項証明書等の原本を添付すること。

但し、一度に届け出るサービスが２つ以上にわたる場合は、２つ目以降の届出は写しを添付しても可。
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４ 申請主体の要件と他法令の届出等

○ 介護保険のサービス事業者としての指定申請と併行して、各法令に基づく所定手続が必要な場合があ
ります。
【福祉系サービス】

サービス種類 介護保険法の申請者要件 社会福祉法上の届出等 老人福祉法上の届出

訪 問 介 護 法人 不要 必要
第２種社会福祉事業 老人居宅介護等事業

訪 問 入 浴 介 護 法人 不要 不要
介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護

通 所 介 護 法人であって、老人福祉 不要 必要
法に規定する老人デイサ 第２種社会福祉事業 老人デイサービス事業
ービス事業を行う施設又 老人デイサービスセン
は老人デイサービスセン ター
ターを設置する者

短期入所生活介護 法人であって、老人福祉 不要 必要
介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 法に規定する老人短期入 第２種社会福祉事業 老人短期入所事業

所事業を行う施設又は老 老人短期入所施設
人短期入所施設を設置す
る者

特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 法人であって、有料老人 必要（軽費老人ホームの 必要（有料老人ホーム又
介護予防特定施設入居者生活介護 ホーム、軽費老人ホーム 場合） は養護老人ホームの場

又は養護老人ホームを設 第１種社会福祉事業 合）
置する者

福 祉 用 具 貸 与 法人 不要 不要
介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与

特定福祉用具販売 法人 不要 不要
特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売

【医療系サービス】

サービス種類 介護保険法の申請者要件 医療法上の届出等

訪 問 看 護 法人（医療機関を除く） 必要
介護予防訪問看護 病院の開設、診療所の開設、病院等の構造設備

訪 問 ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 法人（医療機関を除く） 必要
介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 病院の開設、診療所の開設、病院等の構造設備

居宅療養管理指導 法人（医療機関を除く） 必要
介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 病院の開設、診療所の開設、病院等の構造設備

薬局の開設（薬事法）

通 所 ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 介護老人保健施設、病院 必要（医療機関が行う場合）
介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 又は診療所を設置する者 病院の開設、診療所の開設、病院等の構造設備

短期入所療養介護 ・介護老人保健施設 必要（医療機関が行う場合）
介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 ・指定介護療養型医療施 病院の開設、診療所の開設、病院等の構造設備

設
・療養病床を有する病院
又は診療所

・療養病床を有しない診
療所

・老人性認知症疾患療養
病棟を有する病院
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（参考～主な法人所轄庁の窓口）

法人種別 法人所轄庁 窓口

株式会社、有限会社、合名会社、合同会社、 法務局
合資会社

社会福祉法人（北海道所管） 北海道知事 各総合振興局（振興局）保健環境部社会福祉課
社会福祉法人（市所管） 関係各市長 関係各市社会福祉法人担当課

医療法人 北海道知事 北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬
務課

社団法人 （法人認可をした所轄庁）

財団法人 （法人認可をした所轄庁）

農業協同組合 北海道知事 北海道農政部農業経営局農業経営課

生活協同組合 北海道知事 北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課

特定非営利活動法人（ＮＰＯ） 北海道知事 北海道環境生活部くらし安全局道民生活課

○ 生活保護法に基づく指定介護機関の指定
介護保険法による指定又は開設許可日が平成２６年７月１日以降の場合、生活保護法による指定があ

ったものとみなされます。ただし、生活保護法による指定が不要の場合は、保健福祉部福祉局地域福祉
課まで申出書を提出してください。
詳細は、お近くの福祉事務所（各総合振興局（振興局）及び市役所）もしくは、保健福祉部福祉局
地域福祉課までお問い合わせください。
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５ 北海道以外で行う指定等の事務

（１）市町村で行う居宅サービス事業書等の指定等の事務
以下の市町内に所在する指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所の指定等の事務

は、それぞれの市町で行っています。

市町名 名寄市、登別市、北斗市、松前町、今金町、南富良野町、芽室町、下川町、
苫前町、中頓別町、湧別町、鹿追町、利尻富士町

対象サービス種類 指定居宅サービス事業所及び指定介護予防サービス事業所全般

事務の内容 対象事業所の指定
対象事業所の変更届、廃止届、休止届、再開届の受理
対象事業所に対する指導監査
対象事業所の指定の取消等
対象事業所の指定等の公示

（２）空知中部広域連合において行う指定等の事務
空知中部広域連合内に所在する指定居宅サービス事業所及び指定介護予防サービス事業所の一部

と、指定居宅介護支援事業所の指定等の事務は、空知中部広域連合において行っています。

対象事業所所在地 空知中部広域連合内に所在する事業所

空知中部広域連合構成市町村
歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町

対象サービス種類 訪問介護、訪問入浴介護（介護予防訪問入浴介護）、通所介護

事務の内容 対象事業所の指定
対象事業所の変更届、廃止届、休止届、再開届の受理
対象事業所に対する指導監査
対象事業所の指定の取消等
対象事業所の指定等の公示

（３）地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援
高齢者が中重度の要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅又は地域で生活を継続できる

ようにするため、身近な市町村で提供されるのが適当なサービス類型として「地域密着型サービス」
が平成１８年４月１日から創設されました。
原則として、その市町村の被保険者のみがサービス利用可能であり、指定・指導監督の権限は市町

村となります。
地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援に関する詳細は、各市町村の

介護保険担当窓口にお問い合わせください。

対象となる地域密 夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介
着型サービスの種 護）、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機
類 能型居宅介護）、認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生

活介護）、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施
設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス

（４）基準該当サービス及び相当サービス
指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の要件（法人格、人員基準、設備基準、

運営基準）の一部を満たしていない事業者のうち、一定水準のサービス提供を行う事業者について、
そのサービスを介護保険給付の対象とすることができます。（基準該当サービス）
また、指定居宅サービス及び指定介護予防サービスや基準該当居宅サービスの確保が著しく困難な

離島等の一定の地域では、指定基準（基準該当を含む）を満たさないが一定の質をもつ在宅サービス
についても、保険給付の対象とすることができます。（相当サービス）
基準該当サービス及び相当サービスに関する詳細は、各市町村の介護保険担当窓口にお問い合わせ

ください。

（５）指定居宅介護支援事業所の指定、変更及び各種届出（平成３０年４月以降）
居宅介護支援事業に関する詳細は、各市町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。
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